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 “ 安曇野の玉ねぎ ”
　生で食べても良し。加熱しても良し。料理
次第で主役にも名脇役にもなる “ 玉ねぎ ”。
安曇野市では豊科・堀金地域を中心に玉ねぎ
栽培が盛んです。長野県のタマネギ栽培は 
10月～ 11月頃に定植し、冬を越して６～７
月に収穫するのが一般的だそうですので、も
う少しでおいしい新玉ねぎが食卓に上ること
でしょう。
　安曇野市では６月には「安曇野玉ねぎ祭り」
も開催予定とのこと。今年も美味しい季節が
すぐそこまで来ていますね♪

（関連記事9頁掲載　大沢利充編集委員）
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　「令和４年度税制改正大綱」は、岸田文雄首相の掲げる所得再分配に向け、法人課税関係では、賃上げに係る税
制措置を抜本的に強化する一方、収益が拡大しているにもかかわらず賃上げも投資も消極的な企業に対しては、
研究開発などの費用の一部を法人税から差し引く投資減税の適用外とするなどの措置を講ずることとなりました。
個人所得課税関係では、住宅ローン控除の適用期限を４年延長するとともに、借入限度額・控除率や控除期間の
見直しが行われております。なお、金融所得課税については、高所得者層において所得に占める金融所得等の割
合が高いことにより、所得税負担率が低下する状況がみられるとして、「金融所得に対する課税のあり方について
検討する必要がある」と記載されるにとどまっております。
　このように今回は「成長と分配の好循環」に資する改正内容が盛り込まれましたが、今後の税制等について以
下の設問にお答えください。

令和５年度に向けた税
制改正を検討するにあた
り、中小企業向けの税制
で特に実現を希望するも
のを下記の中から２つ以
内でお選びください。

地方税の中の「固定資
産税」について見直すと
した場合、特に重視する
ものを下記の中から２つ
以内でお選びください。

住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税
対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施し
ている自治体が多く、当会管内でも法人税割において、
麻績村を除く３市４村（松本市・塩尻市・安曇野市・
筑北村・生坂村・山形村・朝日村）で超過課税を行っ
ています。このことをご存知ですか。（長野県法人会連
合会と当会は連携して該当自治体へ標準税率採用のお
願いをしております。）
　

税に関するアンケート集計結果税に関するアンケート集計結果
（ご回答募集期間：令和４年２月～４月）

１．

２．

３．

①法人税の軽減税率
の特例（15％）の
本則化と適用所得
金額（800万円以下）
の引き上げ 30％

①商業地等の宅地の評
価方法について収益
性を考慮した評価に
見直す 10%

②設備投資・研究開発
を促進する税制の更
なる拡充 18％

②家屋の評価を経過年
数に応じた評価方法
に見直す 28%

②知らなかった 88%

①知っていた 12%

⑤欠損金の繰戻還付制度の拡充 8%

⑤わからない 7%

③雇用拡大・賃金引上げを促進
する税制の更なる拡充 30%

③償却資産（事業用資産）への課税は
廃止を含めて見直す 35%

⑥その他
　【食糧自給率の向上、食糧安全保障

の観点から、食料生産・加工・販売
を行っている法人に対しての税制上
の優遇措置の新設】

⑥その他 1%

⑥その他 0%

④役員給与の損金算入の拡充 13%

④固定資産税の免税点を大幅に
引き上げる 20%
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　その他、税などについてのご意見を何でも自由にご記入ください。

～皆様、ご協力誠にありがとうございました～

政府は事業承継を促進
するため税制支援策を講
じてきておりますが、こ
れまでの改正を踏まえ
て、今後特に希望するも
のを下記の中から２つ以
内でお選びください。

我が国の財政はコロ
ナ対策費などもあり国と
地方の長期債務残高が
1,200兆円を超え、先進
国の中でも突出して悪化
しています。今後の少子
高齢化の進展、人口減少
社会に対応し、将来世代
への負担を回避するた
め、様々な手段を講じて
財政再建を進めなければ
なりませんが、そのため
に最も重要だと思うもの
を下記の中から１つだけ
お選びください。

　【税体系・行財政全般】
太陽光などの設備に対する課税が極めて高いので改善してほしい／長期債務残高が増え続けていることに不安
を感じる／中小企業向け投資促進税制などにおいて “ 娯楽業 ” が対象業種から除外されることが多いが、除外
されないようにしてもらいたい／老朽化する水道や道路などインフラ崩壊にならないよう予算をつけてほしい
／現状の正しい分析、将来の予測をして賢い税金の使い方をしてほしい／消費税を減税してほしい／自動車に
関わる諸税の廃止・見直しを早急に求めたい（自動車利用が不可欠な地方にとって税負担が重すぎる）／高齢化・
少子化は確実に進むので、従来の税体系は見直していく必要がある／弱者を支えるために社会全体の構造を考
えていく必要がある

４．

５．

①これまでの改正で十分で
あり、当面は利用状況等
を注視する 7%

①経済成長による歳
入の増収を中心に
対応する 30%

②相続時精算課税制度
など生前贈与制度の
更なる拡充を求める 
33%

②歳出削減を中心に
対応する 37%

⑤その他
【未上場の中小企業において株式の評価額算定は必要
であるが、実態と乖離があり、現在の算定方法の更な
る見直しが必要】 1%

⑤その他
【1，200 兆円の借金もあるが、国民への借金であり、資産も突出して多いとみる向きもあり、
プライマリーバランスを考えすぎて財政支出の引き締め、緊縮財政に動くのではなく、経済
成長を促す政策に資源を投入してほしい。／議員数の削減（複数）・給与の削減（複数）・文
書通信費の廃止／新しい産業を興す】

③納税猶予制度の特例措置の
更なる拡充や適用期限の延
長を求める 27%

③企業や個人の適正な負担
増を中心に対応する 17%

⑤その他 4%

④欧州主要国のように、
事業用資産を他の一般
資産と切り離し、事業
用資産への課税を軽減
あるいは免除する制度
の創設を求める 32%

④わからない 12%
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Ｑ．一定の寄附金を支払った時の所得税の所得控除に
ついて具体的に教えてください。

Ａ．納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人
などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所
得控除を受けることができます。これを寄附金控除
といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定
NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等
に対する寄附金のうち一定のものについては、所得
控除に代えて、税額控除を選択することができます。

特定寄附金の範囲
　特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものを
いいます。
　ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした
人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治
資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当
しません。
⑴　国、地方公共団体に対する寄附金
⑵　公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的と
する事業を行う法人または団体に対する寄附金のう
ち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとし
て、財務大臣が指定したもの
イ　広く一般に募集されること
ロ　教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉
への貢献その他公益の増進に寄与するための支出
で緊急を要するものに充てられることが確実であ
ること

⑶　所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律
により設立された法人のうち、教育または科学の振
興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増
進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第
217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的
である業務に関連する寄附金（令和３年４月１日以
降に支出する出資に関する業務に充てられることが
明らかなものならびに上記⑴および⑵に該当するも
のを除きます。）
　　なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、
次の法人をいいます（以下「特定公益増進法人」とい
います。）。
イ　独立行政法人

ロ　地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる
目的とするもの

ハ　自動車安全運転センター、日本司法支援セン
ター、日本私立学校振興・共済事業団および日本
赤十字社

ニ　公益社団法人および公益財団法人
ホ　私立学校法第３条に規定する学校法人で学校の
設置もしくは学校および専修学校もしくは各種学
校の設置を主たる目的とするものまたは私立学校
法第64条第４項の規定により設立された法人で専
修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とす
るもの

ヘ　社会福祉法人
ト　更生保護法人

⑷　特定公益信託のうち、その目的が教育または科学
の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益
の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とす
るために支出した金銭

⑸　政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
⑹　認定特定非営利法人等（いわゆる認定NPO法人
等）に対する寄附金のうち、一定のもの（令和３年４
月１日以降に支出する出資に関する業務に充てられ
ることが明らかなものを除きます。）

⑺　特定新規中小会社により発行される特定新規株式
を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得
に要した金額のうち一定の金額（800万円を限度（令
和２年12月31日までは 1,000万円）とします。）

（注）　特定新規株式は、次の特定新規中小会社ごとに発
行される株式をいいます。

特定新規中小会社 特定新規株式

中小企業等経営強化法第
６条に規定する特定新規
中小企業者に該当する株
式会社（その設立の日以
後の期間が１年未満のも
のその他の一定のものに
限ります。）

その株式会社により発行
される株式

内国法人のうちその設立
の日以後５年を経過して
いない株式会社（租税特
別措置法第37条の13第１
項第２号に規定する中小
企業者に該当する会社で
あることその他の一定の
要件を満たすものに限り
ます。）

その株式会社により発行
される株式で次のイ又は
ロに掲げるもの

イ　投資事業有限責任組
合契約に関する法律第
２条第２項に規定する
投資事業有限責任組合

（一定のものに限りま
す。）に係る同法第３条
第１項に規定する投資
事業有限責任組合契約

〔会社の税務 よろず相談室 170〕所得税関係
一定の寄附金を支払ったときの
　　　　所得控除（寄附金控除）

法
人
会
　
無
料
会
員
相
談
室
実
施
中
　
く
わ
し
く
は
事
務
局
ま
で
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　 　に従つて取得をされる
もの

ロ　金融商品取引法第29
条の４の２第10項に規
定する第一種少額電子
募集取扱業務を行う者

（一定のものに限りま
す。）が行う同項に規定
する電子募集取扱業務
により取得をされるも
の

租税特別措置法第37条の
13 第１項第３号に掲げる
指定会社

その指定会社により発行
される株式

国家戦略特別区域法第27
条の５に規定する株式会
社

その株式会社により発行
される株式で平成27年７
月15 日から令和４年３月
31日までの間に発行され
るもの

内国法人のうち地域再生
法第16条に規定する事業
を行う同条に規定する株
式会社

その株式会社により発行
される株式で平成30年６
月１日から令和４年３月
31日までの間に発行され
るもの

寄附金控除の金額
　次のいずれか低い金額－ 2000 円＝寄附金控除額
　イ　その年に支出した特定寄附金の額の合計額
　ロ　その年の総所得金額等の 40パーセント相当額

申告等の方法
　寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する
事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、
確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
⑴　寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領
証（領収書）（電磁的記録印刷書面を含みます。）
⑵　⑴の受領証などのほか、次に掲げる書類
イ　上記特定寄附金の範囲⑶ロについては、地方独
立行政法人法第 6条第 3項に規定する設立団体
のその旨を証する書類の写しとして交付を受けた

もの
ロ　上記特定寄附金の範囲⑶ホについては、特定公
益増進法人である旨の証明書の写し

ハ　上記特定寄附金の範囲⑷については、特定公益
信託であることの認定書の写し

ニ　上記特定寄附金の範囲⑸については、選挙管理
委員会等の確認印のある「寄附金（税額）控除のた
めの書類」

（注）　確定申告書を提出するときまでに、「寄附金（税
額）控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄
附金の領収書（写）」を添付して申告し、後日、「寄
附金（税額）控除のための書類」の送付を受けた後、
速やかに税務署に提出してください。

ホ　上記特定寄附金の範囲⑺については、⑴の受領
証などに加え、以下の書類を添付する必要があり
ます
（イ）　特定新規中小会社が発行した株式の取得に要
した金額の寄附金控除額の計算明細書

（ロ）　特定（新規）中小会社が発行した株式の取得に
要した金額の控除の明細書

（ハ）　都道府県知事等が発行した特定新規中小会社
に該当するものであること等の一定の事実の確
認書

（ニ）　特定新規中小会社が発行した個人投資家が一
定の同族株主等に該当しない旨の確認書

（ホ）　特定新規中小会社から交付を受けた株式異動
状況明細書

（ヘ）　投資契約書の写し

根拠法令等
所法78、120、所令217、217の２、262、所規47の２、
措法41の18、41の18の2、41の18の3、41の19、措令
26の27の３、26の28、26の28の２、26の28の３、措規
19の10の3、19の10の４、19の10の５、19の11、平成
29年国税庁告示 10 号

（税制委員会：
　　赤羽総一郎、山口優子、木下茂登次　グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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１、はじめに
　　請負工事において現場に多くの作業員が出入り
し、工事現場で新型コロナウイルス感染症のクラス
ターが発生しないか心配でありますし、建設業界で
は最近ウッドショックや建設資材の著しい値上げや
不足により工事単価上昇が工期遅延と共に問題と
なっています。
２、期限までに請負人が仕事を完成させることが出来
ない場合については発注者が債務不履行に基づく損
害賠償請求をするか、請負契約を解除することが考
えられます。請負人としては、⒤　帰責事由の不存
在を理由として免責されるか否か、ⅱ　不可抗力条
項等により契約上において免責されないかを検討す
ることになります。
　　なお民間連合建築請負契約約款が用いられること
が多いですが、同約款28条６項には、受注者は「不
可抗力……その他正当な理由がある時は……必要と
認められる工期の延長を請求することができる」と
規定し、32条１項ｄでは「不可抗力のため、受注者
が施行できないとき」は、受注者は一定の手続を行
うことにより工事を中止することが出来る旨、規定
しています。
　　「不可抗力」とは「天災その他自然的又は人為的
な事象であって、発注者と受注者のいずれの責めに
も帰することのできない事由」とされています。
３、①政府等の要請による現場閉鎖について
　　新型コロナウイルス感染症（の蔓延）は少なくと
も「自然的…な事象」に該当すると考えられるため
「発注者と受注者のいずれの責めに帰することので
きない事由」に該当するかが問題となりますが、政
府や都道府県知事からの要請が任意の協力であり、
これに応じることについて法的義務がない場合には
要請に従うことが不可抗力であったとは判断されに
くいものと思料されます。
４、②作業員の罹患について
　　請負人側の事情によって遅延が生じている点が①
とは異なり、同約款における「不可抗力」の定義の
うち「発注者と受注者のいずれの責めにも帰するこ
とのできない事由」に該当するかが問題となります。
　　この点、作業場所の所在に罹患することを防ぐこ
とが難しい程度にまで蔓延している状況であれば、
不可抗力であったと認定される可能性もあると考え
られ、他方で、作業現場における感染症防止策等が
不十分であった結果、当該作業現場で新型コロナウ

イルス感染症が蔓延したというケースであれば、不
可抗力であったとは認定されない可能性が高くなり
ます。

５、新型コロナ対応で、工期の変更が必要となるケー
ス

　　新型コロナの影響により、住設機器や建材が納品
遅延となり、トイレがない、キッチンが使えないで
は困ってしまうため、他のメーカーの住設機器、建
材への変更に伴う、工期延長が必要となります。

　　また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
めに、従業員を減らし、微熱のある社員や濃厚接触
者を自宅待機させるために工期延長の必要性も生じ
ます。

６、規約新設の必要性
　　感染症の拡大防止措置に伴う作業員の削減・隔離
措置は、請負契約書や約款の工期変更のいかなる事
由にも当てはまらない可能性があり、工期変更事由
を追加する規約が必要となります。

　　工事現場の三密を防止するため、現場職人の数を
減らすと、工期がオーバーしての引渡しになってし
まうリスクが大きく、請負人としては工期が遅れた
分の遅延損害金を支払いたくない場合には規約を新
設しておく必要があります。

７、新型コロナ対策としての工事の中止について
　　工事現場で新型コロナウイルスの感染拡大が心配
で、工事を中止したい場合には工事中止請求の規約
( 発注者都合による中止ではなく、やむを得ない措
置として ) を制定する必要があります。なお、工事
再開時の請負代金額協議により、請負人の負担を軽
減することに配慮する規約も必要となります。

８、請負人が作業員に対して負担する安全配慮義務の
観点から、工事を中断することが求められることも
あります。一方の義務を履行すれば他方の義務を履
行できないという関係にある場合には、財産上の義
務である仕事完成業務を優先して工事の中断・現場
の閉鎖を実施することはやむを得ない措置として免
責される場合もありえます。

９、事情変更の原則の適用について
　　今回の新型コロナウイルスによる経済情勢の変化
等は過去数十年間に何度か生じている単なる経済不
況とは状況を全く異にしているため、契約の具体的
内容等個別具体的判断の結果、事情変更の原則の適
用もやむを得ないとする判例も将来出てくる可能性
も否定できません。契約内容の変更や中途解約・解

新型コロナウイルス禍の契約業務における中小企業の対応
と留意点について　― その２、請負契約のケース ―

三 浦 守 孝三浦法律事務所　弁護士
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除等の可否については、まず契約書等で従前に合意
されている契約内容に基づき、個別の事情により契
約の変更、中途解約・解除等の可否を検討すること
になります。　　　　　　　　　　　　　　以上

『令和４年度税制改正について・その他』『令和４年度税制改正について・その他』

三浦法律事務所　当会顧問弁護士  三 浦 守 孝
〒390-0874　松本市大手 1-3-29　丸今ビル 3F
TEL(0263)39-2030 ㈹　FAX(0263)39-2031

テ
ー
マ

令和４年度令和４年度
前期税務研修会前期税務研修会

　本年度前期の税務研修会は、下記の日程で行います。会員の皆様には、別途ハガキなどでご案内します。なお、
旧松本市内以外の部会は、部会総会も同時に実施いたしますので、あわせてご出席ください。
　＊講師：松本税務署担当官（松本会場 (A～ Eブロック )は全て14:00 ～、松本市駅前会館４階にて行います。）

日　程 部　　　　　会 時　間（松本各ブロックは 14:00 ～） 会　　場
５月９日㈪ 上高地・白骨温泉旅館部会 15:30 ～総会　・ 16:10 ～研修会 松本商工会館
５月10日㈫ 山形部会 15:00 ～研修会・ 16:10 ～総会 山形村商工会
５月11日㈬ 安曇部会 15:30 ～総会　・ 16:10 ～研修会 松本商工会議所 安曇支所
５月16日㈪ 三郷部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 安曇野市商工会 三郷商工会館
５月17日㈫ 奈川部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 松本市奈川文化センター 夢の森
５月18日㈬ 堀金部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 安曇野市商工会 堀金商工会館
５月19日㈭ 筑北部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 麻績村商工会
５月23日㈪ 梓川部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 松本商工会議所 梓川支所
５月24日㈫ 朝日部会 15:00 ～研修会・ 16:10 ～総会 朝日村商工会
５月25日㈬ 波田部会 15:00 ～研修会・ 16:10 ～総会 松本市波田商工会
６月１日㈬ 川手部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 安曇野市商工会 明科商工会館
６月３日㈮　松本Ａブロック（中央・大手・深志　各地区と農協部会）
６月６日㈪ 塩尻部会 15:00 ～研修会・ 16:10 ～総会 ホテル中村屋
６月８日㈬ 豊科部会 15:00 ～総会　・15:50 ～研修会 勇屋会館

６月10日㈮ 松本Ｂブロック（城西・丸の内・開智・北深志・白板・宮渕・宮渕本村・巾上・中条・新橋・蟻ヶ崎・蟻ヶ
崎台・城山・沢村・桐・旭・美須々・岡田（各町）・渚・島内　各地区）

６月13日㈪ 穂高部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 安曇野市商工会 穂高商工会館

６月15日㈬　松本Ｃブロック（城東・清水・元町・女鳥羽・埋橋・県・筑摩・神田・里山辺・入山辺・浅間温泉・南浅間・
横田・惣社・大村・水汲・洞・稲倉・原・三才山・寿（各町）・松原・並柳・中山・中山台・内田　各地区）

６月22日㈬　松本Ｄブロック（本庄・庄内・南松本・鎌田・双葉・井川城・出川町・出川・征矢野・高宮（各町）・両島・
笹部・南原・島立・新村・和田　各地区）

６月28日㈫ 松本Ｅブロック ( 野溝木工・芳川野溝・野溝西・野溝東・市場・宮田・芳野・石芝・平田西・平田東・芳川小屋・
村井町（各町）・笹賀・空港東・神林・今井　各地区）

☆開催にあたり、参加者間の座席距離の確保、室内換気などを心掛けますが、ご参加いただく皆様には手指消毒、
マスク着用、検温などへのご協力をお願いいたします。

☆今後の感染状況により、開催を見合わせる場合もございますことをご理解いただきますようお願いいたします。
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　Y’sPLACE 合同会社さんは主に商標権に関する
サポート業務を行う企業として2020年に設立さ
れました。商標とは社名や商品、サービス等に付
けられるトレードマークのことを指し、品質の保
証として安心と信用にもつながるマークです。

　昨今、こうした商標権等のいわゆる “ 知的財産
権 ” の重要性を耳にする機会も多いのではない
でしょうか？せっかく考えた名前やロゴが知ら
ないところで第三者の権利を侵害してしまうと
いった危険性等には注意が必要です。場合によっ
ては長らく使用していた商品名やサービス名が、
後から第三者によって商標登録されてしまい、使
用差し止めを求められる等のトラブルも起こり
うるそうで、そんなトラブルが無いように商標
登録に向けた事前調査や手続きのご案内を行っ
ております。また、同社は特許事務所と連携し、
特許権や意匠権といった知的財産権も幅広くサ
ポートしています。

　想いが込められた名前やサービスをより一層
大切にしていくために、商標権について一度考え
てみませんか？ご興味をお持ちいただいた方は
是非 “ 商標コンシェルジュ ®” 熊谷さんにご相談
ください♪

　（大沢利充編集委員）

　ヒノキやスギ、竹と
いった国産材を中心に

加工された木竹生活用品の卸販売を手掛ける酒井産業
㈱さんでは全国で製造される漆器、白木製品（まな板
や飯切り等）、家具や玩具等の温もり豊かな木製品を
中心に約1,500アイテムを取り扱っています。1935年
に木曽漆器の行商から始まり、それぞれの時代に合わ
せて販路も拡大。業務用漆器卸、生活協同組合への共
同購入（通販）、そして近年はネット通販（EC）も活
用し全国のお客様に製品をお届けしています。

　４代目となります酒井社長さんは早くから持続可
能な成長を目指す “SDGs” に注目し、取り組みを開
始されており、昨年には
長野県が推進する『信州
SDGs アワード2021』も
受賞されました。コロナ、
戦争など、先行きの見え
ない時代、経営者として
不安になることもあるそ
うですが、そんな時は自
然豊かな木曽谷をランニ
ングしたり、厳かな奈良
井宿鎮神社を参拝し、心
穏やかに物事を考える時
間をつくっているそうで
す。

　温もりある自然素材製
品を通して、森と産地と
人を繋いできた同社。こ
れからも素敵な品で私た
ちの心を豊かにしてくれ
ることでしょう。
（清澤和恵編集委員）

『森と産地と人を繋ぐ』

『そのお悩み、
“商標コンシェルジュ®”
　にご相談ください』

酒井産業株式会社
塩尻市木曽長瀬　
代表取締役社長　酒井 慶太郎  氏

Y’sPLACE（ワイズプレイス）
合同会社
松本市城東
２級知的財産管理技能士
　熊谷  由里子 さん
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　第10回通常総会を下記の通り開催いたします。会
員企業の皆様にはすでに往復はがきでのご案内をさ
せていただいておりますのでご確認いただき、ご出欠
にかかわらずご予定を事務局までご返信いただきま
すようお願い申し上げます。（５月23日までにご返信
ください）
⃝日時　５月30日㈪　
　　　　受付開始　13:30　開会　14:00
⃝場所　ホテルブエナビスタ３階「グランデ」
⃝時程　⑴第10回通常総会（14:00 ～ 15:30）
　　　　　①通常総会

　　　　　②優良経理担当者表彰式
　　　　⑵記念講演会（15:40 ～ 17:10）
　　　　　テーマ「鳶～日本を造る男たちの物語～」
　　　　　講　師　多湖弘明氏（鳶職人）
⃝備考　ご出席の場合、マスク着用のご協力をお願い

致しますとともに体調不良・発熱症状のある
場合は、出席をご遠慮くださいますようお願
いいたします。

第10回通常総会　開催のお知らせ第10回通常総会　開催のお知らせ

　全国的にみると、玉ねぎの生産地といえば北海道や
佐賀県、兵庫県が有名ですが、長野県内では安曇野市、
とりわけ豊科・堀金地域では昔から盛んに栽培されて
います。北アルプスの豊かで清らかな水と、豊饒な大
地、長い日照時間等気候条件にも恵まれ、安曇野の玉
ねぎは甘く、みずみずしく成長するそうです。
　とりわけ新玉ねぎはジューシーさや甘味が強く人気
で、定番のサラダのようにそのまま食べても良し。煮
たり焼いたり加熱して食べても良し。また玉ねぎ自体
をメインとすることも出来ますし、具材として美味し
い料理を支えることも出来る大変魅力的な食材です。
　地域としても名産の玉ねぎに、より親しんでいただ
くためのイベントとして「安曇野玉ねぎ祭り」の開催
を続けています。こちらでは玉ねぎの収穫体験（自分

『もうすぐ新玉ねぎの季節です！
 　　　～安曇野の玉ねぎ～』

で収穫した玉ねぎを袋に詰めて購入することができる
ようです）や直売が行われ、美味しい玉ねぎを割安に
手に入れることが出来るとあって毎年大勢の方々で賑
わいます。今年は６月18日㈯・19日㈰に安曇野市豊科・
堀金地域での開催が予定されているようですが、コロ
ナ感染拡大状況により計画の変更等などもあるような
のでご注意ください。
　玉ねぎに対して「目に染みる」とか、「からい・苦い」
などマイナスなイメージをお持ちの方もいるかもしれ
ませんが、是非一度、安曇野の玉ねぎ、出来れば新玉
ねぎをご賞味ください。きっと良い意味で驚くことに
なりますよ♪（大沢利充編集委員）

出欠回答、委任状提出にご協力ください

【ふるさとの食】シリーズ 25
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５月の予定
９日上高地・白骨温泉旅館部会総会・税務研修会、青
年部第五委員会・幹事会、租税教室（寿小学校）　10
日税制委員会グループ会議、山形部会税務研修会 ･
総会　11日女性部幹事会、安曇部会総会・税務研修
会　12日税務入門（おさらい）講座　13日正副会長会、
第19回理事会　16日三郷部会総会・税務研修会　17日
奈川部会総会・税務研修会　18日堀金部会総会・税務
研修会　19日筑北部会総会・税務研修会　23日梓川部
会総会・税務研修会、租税教室（中山小学校）　24日
朝日部会税務研修会・総会　25日波田部会税務研修会・
総会　26日決算説明会　30日第10回通常総会 等

決 算 説 明 会
（法人税・消費税 /4月決算法人対象）

【松本会場】 5月26日㈭ 
松本市駅前会館 「大会議室」

※会場設営（距離確保）、手指消毒、検温等の実施といった安全
対策を行い開催いたします。ご参加いただく方にはマスクの
着用にご協力をお願いいたします。なお、感染拡大状況によ
り中止となる場合もございますがご了承願います。

【税務入門【税務入門（おさらい）（おさらい）講座開催のご案内】講座開催のご案内】

【税務署からのお知らせ】【税務署からのお知らせ】

◇主に個人事業主の方を中心として、消費税の課税事
業者の方向けにインボイス発行事業者の登録申請相
談会を次のとおり開催します。

会　場　松本税務署　中会議室
　　　　（松本市城西２丁目１番20号）
日　程　令和４年５月26日㈭　午後 1 時～ 3 時まで
　　　　令和４年５月27日㈮　午後 1 時～ 3 時まで
定　員　各回10名（要事前予約）
※詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度

の説明会」をご覧ください。

恒例となっております税務入門（おさらい）講座を下記
の通り開催いたします。

日　時　５月12日㈭　午後２時～４時半
会　場　ＪＡ中信会館　601会議室
テーマ　「社会人向け租税教室」、
　　　　「企業会計と税務の相違点 等」
講　師　松本税務署担当官
お申込　事務局までお電話にて（0263-35-8080）

・自動車税種別割の納付をお忘れなく！
・普通自動車の自動車税種別割の納期限は５

月31日㈫です。
・自動車税種別割は、金融機関やコンビニエ

ンスストア以外にも、スマートフォンアプ
リ「PayPay」、「Line Pay」でいつでもど
こでも納付できます。

注　納付後すぐに車検を受ける場合や、納税
証明書が必要な場合は、スマートフォンア
プリではなく、金融機関やコンビニエンス
ストア等の窓口で納税してください。

自動車税種別割は自動車税種別割は
５月31日㈫までに納めましょう５月31日㈫までに納めましょう

　松本法人会が組織強化に向けた取り組みとして、
４千社に上る会員の皆様にお取引先やお知り合いの事
業所をご紹介いただく「法人会やまびこ運動」へのご協
力を本年度もお願い申し上げます。
　コロナ禍にあり、いまだ大変厳しい状況下にござい
ますが、この運動をきっかけに法人会の輪をより一層
広げていきたいと考えておりますので、皆様のお力添
えを引き続きお願い申し上げます。

“ やまびこ運動 ”って何？
☆当会会員企業の皆様にお知合いやお取引先の事業所
（法人・個人※支店・営業所等も）をご紹介いただき、
当会へのご入会のきっかけとさせていただく運動で
す。※詳しくは当月号付録のオレンジ色のチラシを
ご覧ください。また、当会事業のご案内チラシも同
封いたしましたので、ご紹介の際などにご利用くだ
さい。

皆様のご協力をお願い申し上げます。

あなたのお知り合いを紹介してください
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県
内
の
大
き
な
行
事

「
善
光
寺
の
御
開
帳
」、

「
諏
訪
の
御
柱
」
が
い
よ
い
よ
開
催
さ
れ
ま
し

た
。コ
ロ
ナ
感
染
者
が
減
ら
な
い
状
況
で
す
が
、

宿
泊
割
も
県
民
限
定
か
ら
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
り

ま
す
。
旅
行
に
行
く
人
、
行
か
な
い
人
、
考
え

方
は
人
ぞ
れ
ぞ
れ
で
す
。

　
先
日
信
濃
毎
日
新
聞
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
共
存

探
る
道
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

執
筆
し
た
人
類
学
者
の
方
の
意
見
に
共
感
し
ま

し
た
。
生
活
を
元
通
り
に
戻
し
始
め
て
い
る
北

欧
や
英
国
は
根
絶
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

日
本
は
い
ま
だ
に
こ
の
ウ
イ
ル
ス
を
排
除
す
る

道
を
探
し
て
い
る
。
大
切
な
の
は
こ
の
病
気
の

受
け
入
れ
方
で
は
な
い
か
と
。
感
染
者
は
増
え

て
い
る
も
の
の
軽
症
者
と
無
症
状
者
が
ほ
と
ん

ど
。
ど
こ
に
基
準
を
置
い
て
行
事
の
催
行
、
中

止
を
決
定
す
る
の
か
？
子
ど
も
た
ち
は
今
し
か

出
来
な
い
行
事
が
中
止
に
な
り
、
友
達
と
も
自

由
に
遊
べ
な
い
、
給
食
は
黙
っ
て
食
べ
な
さ
い

と
、
本
当
に
こ
れ
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
も
う
そ
ろ
そ
ろ
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
で
経
済
を
回

し
て
い
っ
て
頂
き
た
い
と
願
う
ば
か
り
で
す
。

（
清
澤
）

あ
と
が
き

　（
本
号
編
集
委
員
：

　
　
　
　
清
澤
和
恵

　
　
　
　
大
沢
利
充
）

個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」
を研修会・諸会議の開催通知、機関紙
等の送付並びに福利厚生制度のご案内
など、本会の事業活動のために利用し、
それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の
開示、訂正等のお問い合わせは下記窓
口までお願いいたします。
一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係

　　発　行　所 
一般社団法人 松本法人会

〒390-0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35-8080 
FAX（0263）36-0839 
編集人　 百瀬衛貴男 

（毎月１回１日発行） 
印刷所　アサカワ印刷株式会社

塩尻駅のワイン大だる
（塩尻市）

　ワインどころ塩尻市に新し
いスポットが誕生。多くの観
光客を出迎える塩尻駅の東
西各出口に、明治から昭和
初期に作られたワインの大だ
るが設置されました。長きに

わたり美味しいワインを作り続けてきた大だるを見て
いただくことで、改めて「ワインの郷」塩尻を感じてい
ただきたいものです。（清澤和恵編集委員）

●日　時　５月３０日㈪　午後３時40分～５時10分
●会　場　ホテルブエナビスタ３階
●お申込　松本法人会事務局まで
　　　　　ＴＥＬ.0263-35-8080

詳しくは本号付録をご確認下さい

〜
日
本
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る
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物
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人
）
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第１０回通常総会記念講演会
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川
柳
コ
ー
ナ
ー

こ
ど
も
の
日

　
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を

　
　
　
　
　
避
け
ら
れ
て

母
の
日
に

　
　
早
く
帰
宅
し

　
　
　
　
　
　
　
驚
か
れ

通
学
路

　
　
安
全
運
転

　
　
　
　
　
　
　
心
掛
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第10回通常総会記念講演会


